
令和４年６月６日 

保護者の皆様へ 

 

横浜市こども青少年局保育・教育運営課長 

 

保育所等における新型コロナウイルス感染者が判明した場合の 

休園等対応方針の一部変更について 

 

 日頃から、本市の保育・教育行政に御理解をいただきありがとうございます。 

 また、長期間にわたり、施設における新型コロナウイルス感染症対策について、御協力をいただ

いていることに心より感謝申し上げます。 

 

本市では、保育所等において新型コロナウイルス感染症の陽性者が判明した場合には、施設内の

濃厚接触者の特定を行い、必要に応じて休園とする対応としています。 

また、令和４年２月以降は、オミクロン株の特性を踏まえ、迅速に休園を判断するために、陽性

者が判明した際には、施設において濃厚接触者のチェックを実施し、この内容を横浜市が確認する

ことで、濃厚接触者の特定と休園の判断を行っており、保育の早期再開に努めています。 

一方、陽性者の発生数や休園件数は減少傾向にあるものの未だ少なくない状況にあり、休園が生

じることによる保護者の皆様への負担、社会経済活動への影響が課題となっています。そのため、

次のとおり休園の取扱いについて６月６日より一部変更を行いますので、何卒よろしくお願いいた

します。 

 

１ 休園の取扱いに関する変更点 

これまでは、陽性者の最終登園日の翌日から 7 日間を休園期間としていました。一方で、休園

期間中であっても、濃厚接触者の特定後は、陽性者と濃厚接触者に特定された児童以外には、保

育の提供を行っています。このことを踏まえ、休園について、一律７日間を休園とする取扱いか

ら次のとおりに見直します。 

（１） 陽性者が判明し、濃厚接触者を特定するまでの期間を休園します 

⇒休園の対象範囲は、陽性者と関係するクラス等のみに限定します。それ以外の方について

は、保育所等の利用を継続することが可能です。 
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（２） 保育士が複数名出勤できないなど、安全な保育の提供が困難である期間を休園します 

  

 

２ 利用料の日割り返還について 

  上記１において、休園となったクラスの児童は、登園できなかった日数に応じて利用料を日割

りで返還します。また、休園期間に限らず、陽性者や濃厚接触者となった児童の利用料も日割り

で返還します。 

※保護者の皆様に行っていただく手続きはありません。利用料日割りの対象は、施設から横浜市

に報告されていますので、児童が陽性や濃厚接触者となった場合などはその期間を施設と共有

していただくようお願いします。 

※６月６日以降に陽性者が判明し、休園する場合の取扱いとなります。６月５日以前に決まった

休園期間や、利用料の日割り対象者は、変更いたしません。 

※利用料の日割り返還には対象月から５か月程度かかります。ご了承ください。 

 

３ 保護者の皆様へのお願い 

それぞれの保育所等においては、保育内容の工夫や消毒、定期的な換気など、可能な限りの感染

拡大防止対策を講じています。しかしながら、子どもが集団生活を行う場である特性上、陽性者が

判明した場合、感染が拡大しやすい傾向にあります。 

これまでも御協力いただいていることではありますが、保護者の皆様におかれましては、お子様

の体調に普段と異なる様子が見られる場合には、保育所等をお休みし、必要に応じて、かかりつけ

医を受診するなど、感染拡大防止に引き続き御協力いただきますようお願いいたします。 

 

保護者の皆様には、濃厚接触者に特定されることや保育所等が休園となることにより、ご負担を

おかけしておりますが、これは、以下の理由により、感染拡大を防止する考えのもと実施している

ものです。 

 

〇保育所等は、子どもが集団生活をする場であることから、感染が拡大しやすい環境にあること。 

〇オミクロン株による新型コロナウイルスは、乳幼児は重症化しづらいと言われているものの、子

どもの感染を心配する保護者の声が寄せられていること、また、保育士をはじめとした職員も勤

務していること。 

〇子どもを通じて保育所等から家庭に感染が拡大する可能性があること。 

 

何卒、御理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

【担当】こども青少年局保育・教育運営課 

電話 671-3564 


